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10かしはら市議会だより

規
模
企
業
に
必
要
な
人
材
の
育
成

及
び
確
保
」「
適
切
な
支
援
の
体

制
の
整
備
」
な
ど
が
示
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
同
法
と
同
時
に
、「
商

工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小

規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
も

施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
需
要
開

拓
や
経
営
承
継
等
の
課
題
に
対
し

て
、
事
業
計
画
の
策
定
や
着
実
な

実
施
等
を
事
業
者
に
寄
り
添
っ
て

支
援
す
る
体
制
や
能
力
を
整
え
た

商
工
会
・
商
工
会
議
所
の
支
援
計

画
「
経
営
発
達
支
援
計
画
」
に
つ

い
て
、
国
が
認
定
、
公
表
す
る
も

の
で
あ
る
。
橿
原
商
工
会
議
所
で

は
平
成
２７
年
１１
月
に
３
カ
年
計
画

で
こ
の
「
経
営
発
達
支
援
計
画
」

の
認
定
を
受
け
た
。
こ
れ
ら
の
流

れ
を
受
け
て
、
本
市
と
橿
原
商
工

会
議
所
で
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
交
流
会
、

異
業
種
交
流
会
、
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ

ン
コ
ン
テ
ス
ト
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ

チ
な
ら
、
新
作
見
本
市
、
事
業
再

生
相
談
窓
口
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
相
談
、
も

の
づ
く
り
相
談
、
定
期
個
別
ミ
ニ

相
談
、
専
門
家
の
派
遣
、
ふ
れ
あ

い
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
、
金
融
機
関
と
の

合
同
会
議
、
創
業
塾
な
ど
、
全
部

で
３４
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
制
度

本
市
は
省
エ
ネ
改
修
工
事
や

既
存
木
造
住
宅
耐
震
改
修
等
に
補

助
金
を
交
付
し
て
い
る
が
、
市
民

は
、
台
所
や
ト
イ
レ
、
お
風
呂
な

ど
、
身
近
な
と
こ
ろ
の
リ
フ
ォ
ー

ム
を
考
え
て
い
る
。
ま
た
小
規
模

企
業
振
興
基
本
法
を
実
施
す
る
１

つ
と
し
て
、
市
内
事
業
者
の
仕
事

お
こ
し
と
な
り
大
き
な
経
済
効
果

が
見
込
ま
れ
る
の
で
、
橿
原
市
独

自
の
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
制
度

が
必
要
と
考
え
る
が
市
の
考
え
は
。

小
規
模
企
業
振
興
基
本
法
、

奈
良
県
小
規
模
企
業
振
興
基
本
条

例
案
と
も
に
、
小
規
模
企
業
振
興

に
関
す
る
具
体
的
な
施
策
が
示
さ

れ
、
商
談
、
展
示
、
即
売
に
関
す

る
機
会
の
提
供
、
そ
し
て
、
商
品

や
役
務
の
価
値
を
高
め
る
努
力
へ

の
支
援
、
必
要
な
人
材
の
育
成
、

資
金
の
提
供
を
含
め
た
支
援
体
制

の
整
備
、
労
働
力
等
の
確
保
が
あ

る
。
県
条
例
案
第
３
条
に
基
本
理

念
が
う
た
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
第

１
項
に
「
経
営
の
向
上
に
果
敢
に

挑
戦
す
る
意
欲
及
び
自
主
自
立
の

精
神
を
持
つ
小
規
模
企
業
者
に
よ

る
不
断
の
努
力
を
前
提
と
し
」
と

記
述
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
小
規

模
企
業
振
興
基
本
法
と
県
条
例
案

に
は
共
に
「
小
規
模
企
業
者
の
努

力
等
」
の
項
目
が
あ
り
、
県
条
例

案
第
６
条
第
１
項
に
は
、「
小
規

模
企
業
者
は
、
経
済
的
社
会
的
環

境
の
変
化
に
即
応
し
て
そ
の
事
業

の
成
長
発
展
又
は
持
続
的
な
発
展

を
図
る
た
め
、
自
主
的
に
円
滑
か

つ
着
実
な
事
業
の
運
営
を
行
い
、

経
営
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
示
さ
れ
て

い
る
。
対
象
が
戸
建
て
住
宅
を
所

有
す
る
市
民
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
、

経
済
効
果
が
期
待
さ
れ
る
業
種
が

工
務
店
や
左
官
業
等
に
限
定
さ
れ

る
こ
と
、
経
済
効
果
が
一
過
性
で

あ
り
小
規
模
企
業
の
成
長
的
な
発

展
、
持
続
的
な
経
済
回
転
へ
の
効

果
が
低
い
こ
と
、
そ
し
て
、
個
人

の
資
産
形
成
へ
の
公
金
充
当
に
対

す
る
市
民
の
理
解
等
、
現
在
実
施

し
て
い
る
他
の
事
業
と
比
較
し
た

場
合
、
波
及
効
果
が
一
部
に
限
定

さ
れ
る
た
め
、
導
入
は
難
し
い
と

考
え
て
い
る
。

全
国
的
に
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム

助
成
制
度
が
行
わ
れ
て
お
り
、
た

と
え
ば
吉
野
町
で
は
吉
野
材
を
使

っ
た
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
制
度
な
ど
、

地
域
の
特
色
あ
る
も
の
を
使
っ
た

リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
制
度
を
企
画
し

て
い
る
が
、
実
施
し
て
い
る
行
政

と
の
違
い
は
。

現
在
県
内
で
フ
リ
ー
ハ
ン
ド

で
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
を
実
施

し
て
い
る
市
町
村
は
、
河
合
町
、

広
陵
町
、
大
淀
町
の
３
町
の
み
で
、

こ
れ
は
各
市
町
村
の
判
断
に
よ
る

施
策
の
違
い
と
考
え
る
。

一般質問

西
川　

正
克

（
日
本
共
産
党
）

八
木
駅
北
の
再
開
発

八
木
駅
北
側
の
立
体
駐
車
場

（
駅
北
立
駐
）
は
、
取
り
壊
し
の

方
針
か
ら
、
改
修
も
含
め
た
再
整

備
に
修
正
さ
れ
た
の
か
。

平
成
２６
年
４
月
策
定
の
八
木

駅
北
側
地
区
ま
ち
づ
く
り
基
本
構

想
策
定
業
務
で
、駐
車
場
の
解
体
・

撤
去
を
行
う
と
の
記
載
が
あ
り
、

同
年
６
月
の
都
市
開
発
特
別
委
員

会
で
資
料
を
提
供
し
た
。
駅
北
立

駐
は
、
都
市
計
画
法
第
５３
条
許
可

を
得
て
い
な
い
た
め
建
築
確
認
が

必
要
な
大
規
模
改
修
が
行
え
な
い

こ
と
や
、
改
修
も
含
め
た
再
整
備

も
視
野
に
入
れ
て
、
今
後
の
駅
北

立
駐
の
あ
り
方
の
議
論
を
十
分
行

う
必
要
が
あ
る
。

同
特
別
委
員
会
で
、
駅
北
立

駐
の
再
整
備
は
、
存
続
さ
せ
改
修

も
あ
る
と
の
答
弁
だ
っ
た
が
。

そ
の
と
お
り
で
あ
る
。

駅
北
立
駐
は
、
築
３５
年
経
過

し
て
お
ら
ず
、
取
り
壊
し
も
あ
り

得
る
と
の
こ
と
だ
が
、
公
共
施
設

等
総
合
管
理
計
画
で
公
共
施
設
の

長
寿
命
化
を
図
っ
て
い
く
の
で
は

な
か
っ
た
の
か
。

駅
北
立
駐
は
、
必
要
性
や
必

要
規
模
を
精
査
し
た
上
で
、
施
設

の
最
適
性
、
経
済
性
の
向
上
も
含

め
て
、
今
後
の
方
向
性
を
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

検
討
委
員
会
の
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
な
ど
の
意
見
を
も
と
に
、
駅

北
立
駐
を
存
続
す
る
べ
き
と
の
結

論
に
な
れ
ば
改
修
を
す
る
の
か
。

今
後
、
検
討
委
員
会
だ
け
で

は
な
く
、
関
係
す
る
方
々
か
ら
意


